
報告第 １ 号 

 

 

   専決処分事項の報告について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、

下記の件を専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

 

 

    令和 ３ 年 １ 月 ２７ 日 

 

 

 

     提出者  国 立 市 長    永 見 理 夫 

 

 

記 

 

   自転車による物損事故の和解について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



専 決 処 分 書 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定による平

成２４年１２月２０日議会の議決により指定された「市長の専決事項の指定

について」に基づき、次のとおり専決処分する。 

 

    令和 ２ 年 １２ 月 １ 日 

 

             国 立 市 長    永 見 理 夫 

 

 

記 

 

自転車による物損事故の和解について 

 

 令和２年１０月３０日、国立市富士見台２丁目４７番地の１、国立市役所

敷地内の駐車場西側入口において、行政管理部職員が運転する自転車がゲー

トバーに接触し、発生した物損事故について、次のとおり和解する。 

 

１ 和解の相手方 

   所 在 地 東京都千代田区霞が関３－２－５ 

       霞が関ビルディング１９階 

   名 称 三井不動産リアルティ株式会社 

   代表者名 シェアリング事業本部長 岡村 光浩 

 

２ 和解の内容 

 (１) 国立市は、本件物損事故に係る損害賠償金として、６２，７００円

を負担する。 

(２) 上記以外の債権、債務はない。 


